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Abstract
The Japanese Communist Party expelled two senior party members in early 2023, not because they expressed 

dissent, but because they attacked the Communist Party from the outside. More than 30 years after the fall

of the Berlin Wall, the Japanese Communist Party still adheres to the organizational principle of democratic

centralism. It must be said that the understanding of Western democracy is poor. More than 40 years ago,

there was a dispute between Mr. Tetsuzo Fuwa, the Japanese Communist Party cadres and Mr. Fukuji Taguchi, 

who introduced Eurocommunism and Neo-Marxism to Japan, and Mr. Taguchi was severely criticized by Mr. Fuwa. 

Through this dispute, the criticism of two senior party members for the democratic centralism and the view

on security of the Communist Party, I want to explore the Communist Party image that there should be, the

socialism image that there should be.
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１． はじめに 

２０２３年２月、３月、日本共産党の古参党員２名が、

党から除名処分を受けた。両者とも、「党首公選制」を提

唱し、除名処分となった。２月の松竹伸幸氏への除名に

ついて、日本共産党党首の志位和夫委員長は、「赤旗の論

説に尽きる」と明言した。同党の小池晃書記局長は、「異

論を述べたから処分した、というわけではまったくない。

異論があるからではなく、その異論を、ある意味では、突

然、外から攻撃するという形でやってきた」からだと強

弁した。党の内側からの批判と外側からの批判に差はな

いように筆者には思えるが、共産党の「党内に分派・派閥

をつくらない」という民主集中制の組織原則に反すると

いうのが除名の理由である。この除名処分に違和感を持

たれた国民、および共産党のシンパは多いことと思う。

「民主主義と平和」を主張する政党にしては、不可解な

処分であるという印象を与えている。 

松竹氏は『シン・日本共産党宣言』を２０２３年 1月

に出版し（１）、党首公選と自身が立候補することを宣言し、

あるべき共産党の政策像も提唱している。３月に除名さ 

＊文理融合学部経営学科教授 

れた鈴木元氏は『志位和夫委員長への手紙』を（２）、同じ

く同年１月に出版し、低迷する日本共産党の新生を願っ

て、志位氏の辞任、党首公選制の導入、ならびにあるべき

政策像について力説している。 

また以前には、日本を代表するマルクス主義政治学者

も容赦なく、共産党から批判の矢面に立たされた。田口

富久治名古屋大学教授（当時）である。１９６０年代から

７０年代のユーロコミュニズムおよびネオ・マルクス主

義を日本に紹介した人物である。 

本稿では、松竹氏の著書、鈴木氏の著書、田口氏と不破

哲三共産党書記局長（当時）の論争を通して、民主集中制

の問題点と、あるべき社会主義像、あるべき政策像につ

いて検討したいと考えている。 

２． 松竹伸幸『シン・日本共産党宣言』（文藝春秋） 

  松竹氏は、一橋大学在学中に日本共産党に入党し、半

世紀近く共産党員として歩んでこられた。共産党本部で

は政策委員会の安保外交部長の役職に就いていたが、志

位委員長との意見の相違から、２００６年に退職し、京

都のかもがわ出版で編集主幹となった人物である。 
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（１）野党共闘には現実的な安全保障政策と党首公選を 

  松竹氏によれば、野党共闘成立の鍵は、他の野党が懸

念している安保・防衛政策に共産党がどういう態度をと

るかにある。ロシアがウクライナをミサイルで破壊する

様を連日見せつけられている日本国民は「外交努力でな

んとかなる」という従来型の安保・防衛論では納得しな

い。野党共闘を主導できるような安保・防衛論を打ち出

すことが共産党に求められている。そして何より共産党

が党首公選することが必要となる（３）。松竹氏は党規約第

３条を紹介する。「党は党員の自発的意思によって結ばれ

た自由な結社であり、民主集中制を組織の原則とする。

その基本は、次のとおりである。（一）党の意思決定は、

民主的な議論を尽くし、最終的には多数決で決める。（二）

決定されたことは、みんなでその実行にあたる。行動の

統一は、国民にたいする公党としての責任である。（三）

すべての指導機関は、選挙によってつくられる。（四）党

内に派閥・分派はつくらない。（五）意見がちがうことに

よって、組織的な排除をおこなってはならない。」松竹氏

によれば、一見常識的なもののようにみえるが、「党内に

派閥・分派をつくらない」という規定は、かなり厳格に運

用されている。共産党のなかで、他の部局と連絡をとる

だけで、分派とみなされる（４）。 

（２）安保、防衛問題、自衛隊について 

  野党連合政権の大きな障害になっているのが、安保、

防衛問題、自衛隊についてである。１９９４年第２０回

党大会のときに、「侵略されたらどうするのか」に対する

回答として、「警察力や自主的自警組織」で対処するのが

基本だとなっていた。松竹氏は、「自主的自警組織」は、

戦前唱えられた「住民による竹槍国防論」のようなもの

だという感想を述べている（５）。２０００年の第２２回党

大会では、「自衛隊活用論」が決まったが、党内では評判

が良くなかった、と同氏は言う（６）。 

 ２００５年春、松竹氏が党の月刊誌に載せた論文をめ

ぐって、志位氏と衝突した。志位氏は安保条約下では、自

衛隊反対が党の基本的スタンスだと。松竹氏は安保条約

の有無にかかわらず、自衛隊を使うのは当然だと反論し、

議論は平行線となり、党本部を退職することになったと

のことである（７）。 

 その後、松竹氏はかもがわ出版に再就職し、「自衛隊を

活かす会」を結成し、事務局長になった。一方、志位氏は

２０１５年に、新安保法制廃止を前提としたうえでの野

党連合政権では、日本有事の際は、自衛隊の出動を認め

るだけでなく、安保条約第５条の発動もＯＫであるとい

う趣旨の発言をしている、と松竹氏はいう。つまり新安

保法制には反対であるが、安保条約については、共産党

が認めたことを意味するとのことである（８）。２００５年

の松竹氏の意見に志位氏が接近したことになるといえよ

う。 

 しかし、松竹氏の安全保障観は、自民党政府の安全保

障観とは、異なる部分がある。それが「核抑止抜きの専守

防衛」である。松竹氏によれば、アメリカの核抑止に頼ら

ず、通常兵器による抑止にとどめる政策である（９）。非核

三原則に、「使わせない」を追加したうえで、専守防衛と

合体させる（１０）。ウクライナの戦いも「核抑止抜きの専守

防衛」に徹している（１１）。松竹氏は言う。「核抑止抜きの

専守防衛に徹する覚悟を持つしかない。アメリカに頼る

という姿勢では、日本自身は・・・いざという時を迎えて

あたふたしかねない（１２）。」日本の安全保障の最大の懸念

である尖閣についての松竹氏の考えはこうである。「日本

は尖閣を自分で守る、アメリカが助けに来なくても守る、

そんな姿勢で臨むべきだ。中国の本土にある出撃基地ま

で叩くことはせず、それをアメリカの力（核も含め）に頼

るのでもなく、日本自身が尖閣の周辺から中国軍を追い

だすことに徹するべきである。その結果、ウクライナ戦

争のように、尖閣を奪われたり取り返したりを繰り返す

消耗戦のようになるだろう。しかし、そこで我慢ができ

ずに、中国本土の敵基地攻撃までしてしまっては・・・日

本本土が攻撃を受けることになる。・・・本土が攻撃され

ない戦略こそが合理的である。・・・日本は自力で戦うこ

とを基本とすべきである（１３）。」岸田政権の敵基地攻撃論

は採用しないことが、筆者にはここから読み取れる。有

事となっても、本土攻撃、沖縄本島攻撃がないように、敵

基地攻撃をせず、尖閣諸島奪取の攻防戦に限定したほう

がよいというのは、日本の被害を最小限にする意味にお

いては必要なことであろうと筆者にも思える。但し、

ヨーロッパ左翼の研究者ですら、一国で防衛できる時代

ではないと述べている。やはりアメリカの協力が必要不

可欠であろうと筆者は考える。もっとも、松竹氏も日本

が一国で尖閣で踏ん張っている間に、アメリカの停戦提

案を期待できるし、アメリカも軍事面で助けてくれるか

もしれないことには、期待しているようである（１４）。 

（３） 人間の顔をした資本主義を 

  松竹氏によれば、日本共産党は社会主義を放棄してい

ないが、「資本主義の枠内で可能な民主的改革」を考えて

いる。日本の企業は技術革新をはかって、企業の成長を

目指すことには無関心で、アベノミクスでは、賃金を上

げるという政策は掛け声倒れに終わった。必要なのは人

への投資であって、そうすれば賃金が上がる。お金はあ

る。企業の内部留保金は世界一である。甘利明氏が述べ

ている。企業は「下請けをたたき続け、賃金を上げないデ

フレ経営」を続けた。この指摘を受けて、松竹氏は、賃上

げによる経済成長によって、税収が増え、年金や社会保
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障も充実したものになると提言している（１５）。日本は「人

間の顔をした資本主義」をめざし、収益性の確保を何よ

りも優先する資本主義の原理に改革を加えるべきだと、

松竹氏は再度力説する（１６）。 

 日本共産党という党名については、松竹氏によれば、

「ソ連の崩壊や中国の実態は、共産党という党名を使う

ことを困難にしている（１７）。」「共同党」「共生党」なども

有力な選択肢である（１８）。 

 「人間の顔をした資本主義」は、プラハの春の「人間の

顔をした社会主義」からとっているのであろうと筆者に

は思える。「人道主義的な資本主義」をということであろ

う。日本共産党は企業の内部留保金への課税をと提案し

ているが、これは企業の抵抗にあって実現は困難であろ

う。むしろ内部留保金を人への投資、設備投資にあてて

もらって、経済成長による税収の伸びを、社会保障に回

す方が良いであろうと筆者には思える。松竹氏の提言に

は賛成できる。党名については、変更した方がよく、東欧

の共産党が８９年の市民革命後、「社会民主党」「社会党」

に変更した。社会民主主義を目指す以上、この二つのど

ちらかであると筆者は思うが、日本には、すでに「社会民

主党」「社会党」という党名を使用している政党があり、

これとは差異化を行う必要があろう。党名を変更しても、

「旧共産党」と呼ばれるだけなので、変更すべきではな

いという見解もあるが、社会民主党的なものへの変更が

必要であろうと筆者には思える。 

  

３． 鈴木元『志位和夫委員長への手紙』（かもがわ出版） 
 

  鈴木元氏は、日本共産党の立命館大学学生党委員長を

経て、同京都北地区委員会・府委員会常任委員、立命館総

長理事長室室長などを歴任し、京都府内最大規模の共産

党単位後援会の会長を務めていた人物である。 

（１）安全保障政策に関する覚悟を 

日本共産党の政策のなかで、現実的ではなく、将来の他

の野党との連合政権の結成の際にネックになるのが、安

全保障政策であると考えられる。鈴木氏は同書のなかで、

「安全保障に関する覚悟を決めた議論を」と提唱してい

る。鈴木氏によれば、この問題に関する共産党の主張が

変遷している。１９９４年の党大会では「自衛隊の解散

を要求する」とともに、急迫不正の主権侵害にさいして

は、警察力や自主的自衛組織など憲法９条と矛盾しない

自衛措置をとることが基本であるとしたが、自主的自営

組織の具体的内容は明らかにしていない。１９９７年の

大会では「段階的に自衛隊を解消していく」とした。２０

００年の大会では、急迫不正の主権侵害、大規模な災害

など、自衛隊を国民のために「活用する」とした。２００

４年の大会では憲法９条擁護が前面に提示された。同書

の鈴木氏の記述であるが、２００４年６月、党とは別に、

「９条の会」の結成が呼び掛けられ、全国に組織化され

ていったが、多くの共産党員もこの組織で活動した。２

０２２年２月のウクライナへのロシアの侵略を受けて、

同年４月、志位委員長は、急迫不正の侵害に対しては自

衛隊を活用すると明言した。「９条の会」の運動によって、

共産党員の大部分は「活用論」を十分に認知していない。

２０２２年５月、志位委員長は共産党が入った連合政権

ができれば、自衛隊は合憲であると述べ、党員、９条の会

の関係者の驚きと批判を招いた。活用論、合憲論は、共産

党員や支持者の足を止め、他党に票を奪われた。一方で、

２０２２年の参議院選挙中の演説においては、志位委員

長、共産党幹部は平和外交一辺倒の演説に終始した（１９）。 

 以上から、共産党委員長および党幹部は、安全保障に

関しては、年々現実的な路線に傾いていったことが筆者

には推察できる。しかし、共産党員、同党支持者は憲法９

条擁護の絶対平和主義の立場の人が多く、「活用論」を十

分に認識させていないのは、委員長、党幹部の二枚舌が

影響していると鈴木氏は言いたいのであろうと推察でき

る。 

 鈴木氏は、現在の厳しい安全保障環境のなかで、「侵略

する危険より、侵略される危険が急浮上」と述べている。

「日本がアメリカと一緒に戦争に出かける危険よりも、

中国やロシアが日本に侵略してくる危険が現実的に」

なったので、自衛隊を「非核・専守防衛を原則とする国防

軍に改組することを憲法上明記する」ということは一つ

の論として成り立つ、という（２０）。志位委員長・党指導者

の皆さんは、中国やロシアが攻めてきたときに「自衛隊

を活用する」程度のことで済むと思っているのか。鈴木

氏は続ける。中国は尖閣諸島が台湾のものであり中国の

ものであると言っている。中国はＧＤＰで日本の４．５

倍、軍人数は自衛隊の２６万人に対して中国は２００万

人いる。その中国が台湾（尖閣）武力統一に動いたとき、

「自衛隊を活用する」程度で済む問題ではないことは明

白である。日米安保条約第５条を想定しなければいけな

い。自衛隊を活用するということは米軍の活動と一体で

あることは明白である。「アメリカが行う戦争に日本が巻

き込まれる危険より、今や中国が台湾、沖縄を攻める危

険の方がずっと現実的な危険となっている。」「中国の侵

略的軍事行動に対して、警察・海上保安庁だけで止める

ことは不可能。」「中国軍２００万人に対して自衛隊２６

万人という現実を考えれば、日米安保条約に基づく米軍

の出動ぬきに中国軍の行動に対応できない。」「したがっ

て、純軍事論的にいえば、政権に就こうとする限り、安保

容認・米軍の出動要請、自衛隊合憲・活用の立場に立たざ

（１）野党共闘には現実的な安全保障政策と党首公選を 

  松竹氏によれば、野党共闘成立の鍵は、他の野党が懸

念している安保・防衛政策に共産党がどういう態度をと

るかにある。ロシアがウクライナをミサイルで破壊する

様を連日見せつけられている日本国民は「外交努力でな

んとかなる」という従来型の安保・防衛論では納得しな

い。野党共闘を主導できるような安保・防衛論を打ち出

すことが共産党に求められている。そして何より共産党

が党首公選することが必要となる（３）。松竹氏は党規約第

３条を紹介する。「党は党員の自発的意思によって結ばれ

た自由な結社であり、民主集中制を組織の原則とする。

その基本は、次のとおりである。（一）党の意思決定は、

民主的な議論を尽くし、最終的には多数決で決める。（二）

決定されたことは、みんなでその実行にあたる。行動の

統一は、国民にたいする公党としての責任である。（三）

すべての指導機関は、選挙によってつくられる。（四）党

内に派閥・分派はつくらない。（五）意見がちがうことに

よって、組織的な排除をおこなってはならない。」松竹氏

によれば、一見常識的なもののようにみえるが、「党内に

派閥・分派をつくらない」という規定は、かなり厳格に運

用されている。共産党のなかで、他の部局と連絡をとる

だけで、分派とみなされる（４）。 

（２）安保、防衛問題、自衛隊について 

  野党連合政権の大きな障害になっているのが、安保、

防衛問題、自衛隊についてである。１９９４年第２０回

党大会のときに、「侵略されたらどうするのか」に対する

回答として、「警察力や自主的自警組織」で対処するのが

基本だとなっていた。松竹氏は、「自主的自警組織」は、

戦前唱えられた「住民による竹槍国防論」のようなもの

だという感想を述べている（５）。２０００年の第２２回党

大会では、「自衛隊活用論」が決まったが、党内では評判

が良くなかった、と同氏は言う（６）。 

 ２００５年春、松竹氏が党の月刊誌に載せた論文をめ

ぐって、志位氏と衝突した。志位氏は安保条約下では、自

衛隊反対が党の基本的スタンスだと。松竹氏は安保条約

の有無にかかわらず、自衛隊を使うのは当然だと反論し、

議論は平行線となり、党本部を退職することになったと

のことである（７）。 

 その後、松竹氏はかもがわ出版に再就職し、「自衛隊を

活かす会」を結成し、事務局長になった。一方、志位氏は

２０１５年に、新安保法制廃止を前提としたうえでの野

党連合政権では、日本有事の際は、自衛隊の出動を認め

るだけでなく、安保条約第５条の発動もＯＫであるとい

う趣旨の発言をしている、と松竹氏はいう。つまり新安

保法制には反対であるが、安保条約については、共産党

が認めたことを意味するとのことである（８）。２００５年

の松竹氏の意見に志位氏が接近したことになるといえよ

う。 

 しかし、松竹氏の安全保障観は、自民党政府の安全保

障観とは、異なる部分がある。それが「核抑止抜きの専守

防衛」である。松竹氏によれば、アメリカの核抑止に頼ら

ず、通常兵器による抑止にとどめる政策である（９）。非核

三原則に、「使わせない」を追加したうえで、専守防衛と

合体させる（１０）。ウクライナの戦いも「核抑止抜きの専守

防衛」に徹している（１１）。松竹氏は言う。「核抑止抜きの

専守防衛に徹する覚悟を持つしかない。アメリカに頼る

という姿勢では、日本自身は・・・いざという時を迎えて

あたふたしかねない（１２）。」日本の安全保障の最大の懸念

である尖閣についての松竹氏の考えはこうである。「日本

は尖閣を自分で守る、アメリカが助けに来なくても守る、

そんな姿勢で臨むべきだ。中国の本土にある出撃基地ま

で叩くことはせず、それをアメリカの力（核も含め）に頼

るのでもなく、日本自身が尖閣の周辺から中国軍を追い

だすことに徹するべきである。その結果、ウクライナ戦

争のように、尖閣を奪われたり取り返したりを繰り返す

消耗戦のようになるだろう。しかし、そこで我慢ができ

ずに、中国本土の敵基地攻撃までしてしまっては・・・日

本本土が攻撃を受けることになる。・・・本土が攻撃され

ない戦略こそが合理的である。・・・日本は自力で戦うこ

とを基本とすべきである（１３）。」岸田政権の敵基地攻撃論

は採用しないことが、筆者にはここから読み取れる。有

事となっても、本土攻撃、沖縄本島攻撃がないように、敵

基地攻撃をせず、尖閣諸島奪取の攻防戦に限定したほう

がよいというのは、日本の被害を最小限にする意味にお

いては必要なことであろうと筆者にも思える。但し、

ヨーロッパ左翼の研究者ですら、一国で防衛できる時代

ではないと述べている。やはりアメリカの協力が必要不

可欠であろうと筆者は考える。もっとも、松竹氏も日本

が一国で尖閣で踏ん張っている間に、アメリカの停戦提

案を期待できるし、アメリカも軍事面で助けてくれるか

もしれないことには、期待しているようである（１４）。 

（３） 人間の顔をした資本主義を 

  松竹氏によれば、日本共産党は社会主義を放棄してい

ないが、「資本主義の枠内で可能な民主的改革」を考えて

いる。日本の企業は技術革新をはかって、企業の成長を

目指すことには無関心で、アベノミクスでは、賃金を上

げるという政策は掛け声倒れに終わった。必要なのは人

への投資であって、そうすれば賃金が上がる。お金はあ

る。企業の内部留保金は世界一である。甘利明氏が述べ

ている。企業は「下請けをたたき続け、賃金を上げないデ

フレ経営」を続けた。この指摘を受けて、松竹氏は、賃上

げによる経済成長によって、税収が増え、年金や社会保
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る」を得ない。現実をリアルにみて考えればそうなる。

「志位委員長・貴方は政権に入れば云々の小手先ではな

く党大会を開催し、こうした見地を明確に述べて、党員

にも国民にも提案・明記しなければならない」ことにな

る（２１）、と鈴木氏は力説する。 

 このような現実主義者が日本共産党員のなかにいたこ

とは驚きであるが、２０１２年尖閣の国有化以降、中国

公船の度を越した執拗な領海侵入、台湾に対する軍事的

威圧、香港に対する言論の封殺などの国家資本主義国家

で権威主義国家である中国のファッショ化をリアルに見

ると現実主義的な安全保障観にならざるを得ないと考え

たのだと筆者は思う。一方で憲法９条の存在が、日本が

アメリカが起こす戦争に辛うじて巻き込まれなくて済ん

だという面もあったことも事実であろう。そのような効

用・役割が憲法９条にはあった。アメリカと一緒に、戦

わない軍隊であることが自衛隊はできたということだ、

と筆者は考える。志位委員長をはじめ日本共産党の幹部

は、二枚舌を使用しつつも、多少は現実主義的な安全保

障観に変わってきているようにも筆者には見える。本音

は自衛隊の段階的縮小、日米安保の廃止であるが、現実

的思考もせざるを得ないと志位委員長も共産党幹部も考

えているのであろう。ネオ・マルクス主義がいう軍隊の

二面性の認識に日本共産党も近づいてきたのかもしれな

い。それでも、本音と建て前を分けるのではなく、もっ

と現実的な安全保障観に徹して、党員を説得するべきだ

というのが鈴木氏の主張である。但し、鈴木氏も認めて

いるようにみえるが、一般共産党員がどれだけこの主張

についてこられるかは未知数である。 

鈴木氏によれば、軍事面以外でも考える必要があると

いう。中国に軍事行動を起こさせないようにするには、

ロシアのウクライナ侵略を失敗させることである。そう

すれば中国もロシアも他国への侵略に慎重にならざるを

得ない。共産党はロシアのウクライナ侵略反対の大衆運

動に力をいれるべきである（２２）。中国はロシアと違って

経済大国であるので、中国が戦争行為を行った場合、国

際的連携で中国への資源・資源供給を止めることになる

警告を行うことは効果がある、と鈴木氏はいう（２３）。 

ロシアのウクライナ侵略が早期に成功していれば、中

国の台湾への軍事侵攻の可能性が高まったであろうと筆

者も推察する。ロシアのウクライナ侵略が失敗に終われ

ば、鈴木氏の示唆の通り、武力統一も辞さないとした習

近平の野望は打ち砕かれることにつながるかもしれな

い。ロシアのクリミア半島併合以降、約９年間にわたる

欧米の経済制裁をロシアは持ちこたえてきた。経済制裁

の効果は決して高いものではないが、今のうちから中国

に進出した日本の企業は経済的リスク分散、ウイグル人

への強制労働が指摘されている以上、企業の社会的責任

の観点からも日本企業の中国からの撤収も、今のうちか

ら進めておく必要があるだろうと、筆者は考える。国際

的連携で中国への資源・資源供給を止めることになる警

告という鈴木氏の見解は、一理あると言える。 

（２）多数決制と党首公選を 

鈴木氏によれば、日本共産党では、議案の採決が満場一

致であり、役員の選挙では候補者がおらず、地区委員会

が推薦した人だけが候補者名簿に出され信任されている。

第8回党大会以来、「満場一致」が常態化している。中央

委員会が提起する方針に賛成する人でなければ地区党会

議、県党会議において、党大会の代議員として選ばれる

可能性はない。日本共産党はコミンテルン・レーニン型

の職業革命家中心の党の伝統を引き継いでいる。中央委

員会総会、県党会議、地区党会議において満場一致が定

着してしまっている（２４）。 

鈴木氏は続ける。１９６１年の第８回党大会で宮本顕

治氏の権威が圧倒的なものとなり、以降委員長選挙は事

実上行われず、中央委員会で「信任投票的な委員長選挙」

（投票もなく拍手での確認）となっていった。それは県

委員会でも地区委員会でも同様である。中央委員長、県

委員長、地区委員長も選挙で選ばれなくなった（２５）。 

鈴木氏は言う。宮本氏の誤りは、不破氏と志位氏を後継

指名したことである。およそ近代的政党とは言い難い「個

人独裁」的党運営である。不破・志位両名は選挙で選ばれ

たのではないので、後継指名した宮本議長に忠誠を尽く

すことが任務となった。宮本議長は党員数を増やし、「赤

旗」読者を増やした功労で絶大な権力を握っていた（２６）。 

鈴木氏は党規約に関して、次のように述べる。党規約３

条は、民主集中制を組織の原則とする。その基本は次の

通りである。（１）党の意思決定は、民主的な議論をつく

し、最終的には多数決で決める。（３）すべての指導機関

は、選挙によってつくられる。つまり「多数決制」と「選

挙」は規約で定められている。志位委員長はこの規約の

精神を実行してこなかった責任がある。一方で、第５条

において「党の内部問題は、党内で解決する」という規定

がある。この「党の内部問題」が何をさすか規定されてい

ないため、この規定は恣意的に使われる危険性がある。

公党の党首の去就は党内問題ではなく、社会的政治問題

である。共産党の志位氏の在任期間は２３年と長すぎる

上、選挙で負け続けている。辞めないのはおかしいとい

うのは、党内問題ではない（２７）。 

さらに続けて鈴木氏は言う。他党の党首は選挙の敗北

の責任を取って、辞任し、その後全党員参加の選挙が行

われているところが多い。志位委員長は、「わが党は方針

が間違っていなければ、辞任するという方針はない」と

日本共産党の民主集中制に関する批判的考察
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いう。総選挙で議席を大幅に減らしても、辞任する必要

はないというのは、国民的常識とは異なる、と鈴木氏は

批判する。共産党は主権在民の民主主義社会にあって、

党首を全党員参加の選挙で選ばず、宮本氏以来の後継者

指名で歴代の党首を引き継いできた。共産党が国民の目

から見て異質性を感じられる要因であると、痛烈に鈴木

氏は批判する（２８）。 

２０２２年８月２４日の「赤旗」に、「日本社会の根本

的変革をめざす革命政党にふさわしい幹部政策とは何か」

という論文が党建設委員会の名前で出された。鈴木氏に

よれば、そのなかに、党首を全党員選挙で選ぶという方

針は取らない。全党員参加の選挙で選べば分派が生まれ、

党の不団結、分裂が生まれるということが記載されてい

る。これは支離滅裂な論の展開である。この「政策」が出

たということは、委員長は全党員参加の選挙をすべきで

あり、志位委員長は党勢後退の責任を取って辞めるべき

であるという意見が相当多数提示されていることの裏返

しである、と鈴木氏はみる（２９）。 

ソ連型の国家社会主義では、共産党は前衛政党であり、

党が社会、ひいては国民を指導することになっている。

共産党のなかでは上位の党指導部が指導することになっ

ており、分派の組織化を禁止している。この禁止によっ

て、ある大きな目標を共通のものとする前提での多様な

意見が封殺されることにつながり、西欧的価値の否定に

もつながりかねない、と筆者も考える。民主主義は、国民

のための政治と国民による政治の二つから成り立つが、

国民のための政治であれば、国民による政治、この場合

は一般党員全員よる党運営はいらないということになり

かねない、ということであろうと筆者には思える。 

（３）あまりにも多くの知識人を切り捨てて来たことに

真摯な反省を 

  鈴木氏によれば、、グロバリゼーションのもとで、世界

的に格差、貧困、気候変動、コロナという問題が発生して

いる。核使用もありうるというもとでのロシアのウクラ

イナへの侵略戦争の継続、中国の台湾への武力侵攻の可

能性もある程度高まってきている。このような状況であ

るので、従来の共産党の方針では対応できなくなってき

ている（３０）。「これらを打開する方針を、小さくなり」多

彩な理論家も居なくなった共産党指導部だけで打ち出せ

ないことは明白」であり、「日本の知識人に対してとった

過去の誤った言動に真摯な反省の態度を示すべき」であ

る、と鈴木氏は言う（３１）。 

① 藤井一行氏の問題 

この問題を鈴木氏は取り上げている。藤井氏は、１９７

８年９月『民主集中制と党内民主主義』（青木書店）とい

う本を出版した。分派の禁止や党員の自由な意見表明を

認めていないことは、スターリン時代になってからであ

り、レーニンの時代は必ずしもそうではなかった。そし

て現在の日本共産党がとっている党運営の在り方を改革

するべきであるとの趣旨の見解を同書で示した。これに

対して不破哲三氏が批判を強めた（３２）。 

② 田口富久治氏の問題 

鈴木氏によれば、田口氏は１９７６年雑誌『世界』７月

号に、「先進国革命とその国家体制」という論文を発表し

て以来、２年余り、民主集中制について批判的論述を

行った。これに対して、不破氏は『前衛』などで繰り返し

批判した。田口氏の論は、共産党が民主集中制を採用し

たまま政権の中心に座れば独裁的傾向を強めるもので、

そうした危険を防ぐためには党運営の民主化を図ってお

かなければならない、というものであった。これに対し

て不破氏は、「反動勢力の民主集中制攻撃に呼応したもの

だ」と批判した（３３）。また田口氏は藤井氏と同様に、ス

ターリン時代に問題があり、レーニン時代は分派があり

正しかったと述べた（３４）。 

鈴木氏は続けて紹介する。田口氏は当時ヨーロッパの

共産党や学者の意見を引用し、それが日本共産党の意見

より優れているかのような論述を行ったが、それを不破

氏はヨーロッパ事大主義と批判した。さらに不破氏は、

田口氏が説く「多元的社会主義」に対して、「科学的社会

主義であるマルクス主義の真理性を相対化するものであ

り」「解党主義、複数前衛党に行きつくものである」と批

判した（３５）。 

鈴木氏によれば、田口氏は藤井氏と同様に、「レーニン

は正しい」という文脈にいたために、レーニン擁護論者

であった不破氏への批判の鋭さが欠けるものになってい

た。それでは、鈴木氏自身のレーニン評価はどのような

ものであろうか。農民から暴力的に農作物を徴収し、反

抗する農民を強制収容所に入れたのはレーニンであった。

秘密警察を作ったのもレーニンであった。スターリンを

書記長に推薦したのもレーニンであった。スターリン独

裁体制の大きな原因となったのがレーニンであった（３６）。 

鈴木氏によれば、不破氏による田口氏の多元的社会主

義批判は、不破氏自身がいうように三つの柱から成る。

一つは、田口氏は多元主義の名において相対主義に陥っ

ている。「解党主義、複数前衛党主義に陥る危険を持って

いる」と批判。二つは、「階級闘争無視の牧歌的社会主義

である」「反動勢力の攻撃に呼応するものである」と批判。

三つは、田口氏は、社会主義社会における反対派・野党は、

与党である共産党の独裁を抑えることが第一義であると

言うが、「共産党が独裁化するとの偏見に基づくものであ

る」と不破氏は批判（３７）。 

鈴木氏は、さらに論を進め、レーニンの「分派禁止」の

る」を得ない。現実をリアルにみて考えればそうなる。

「志位委員長・貴方は政権に入れば云々の小手先ではな

く党大会を開催し、こうした見地を明確に述べて、党員

にも国民にも提案・明記しなければならない」ことにな

る（２１）、と鈴木氏は力説する。 

 このような現実主義者が日本共産党員のなかにいたこ

とは驚きであるが、２０１２年尖閣の国有化以降、中国

公船の度を越した執拗な領海侵入、台湾に対する軍事的

威圧、香港に対する言論の封殺などの国家資本主義国家

で権威主義国家である中国のファッショ化をリアルに見

ると現実主義的な安全保障観にならざるを得ないと考え

たのだと筆者は思う。一方で憲法９条の存在が、日本が

アメリカが起こす戦争に辛うじて巻き込まれなくて済ん

だという面もあったことも事実であろう。そのような効

用・役割が憲法９条にはあった。アメリカと一緒に、戦

わない軍隊であることが自衛隊はできたということだ、

と筆者は考える。志位委員長をはじめ日本共産党の幹部

は、二枚舌を使用しつつも、多少は現実主義的な安全保

障観に変わってきているようにも筆者には見える。本音

は自衛隊の段階的縮小、日米安保の廃止であるが、現実

的思考もせざるを得ないと志位委員長も共産党幹部も考

えているのであろう。ネオ・マルクス主義がいう軍隊の

二面性の認識に日本共産党も近づいてきたのかもしれな

い。それでも、本音と建て前を分けるのではなく、もっ

と現実的な安全保障観に徹して、党員を説得するべきだ

というのが鈴木氏の主張である。但し、鈴木氏も認めて

いるようにみえるが、一般共産党員がどれだけこの主張

についてこられるかは未知数である。 

鈴木氏によれば、軍事面以外でも考える必要があると

いう。中国に軍事行動を起こさせないようにするには、

ロシアのウクライナ侵略を失敗させることである。そう

すれば中国もロシアも他国への侵略に慎重にならざるを

得ない。共産党はロシアのウクライナ侵略反対の大衆運

動に力をいれるべきである（２２）。中国はロシアと違って

経済大国であるので、中国が戦争行為を行った場合、国

際的連携で中国への資源・資源供給を止めることになる

警告を行うことは効果がある、と鈴木氏はいう（２３）。 

ロシアのウクライナ侵略が早期に成功していれば、中

国の台湾への軍事侵攻の可能性が高まったであろうと筆

者も推察する。ロシアのウクライナ侵略が失敗に終われ

ば、鈴木氏の示唆の通り、武力統一も辞さないとした習

近平の野望は打ち砕かれることにつながるかもしれな

い。ロシアのクリミア半島併合以降、約９年間にわたる

欧米の経済制裁をロシアは持ちこたえてきた。経済制裁

の効果は決して高いものではないが、今のうちから中国

に進出した日本の企業は経済的リスク分散、ウイグル人

への強制労働が指摘されている以上、企業の社会的責任

の観点からも日本企業の中国からの撤収も、今のうちか

ら進めておく必要があるだろうと、筆者は考える。国際

的連携で中国への資源・資源供給を止めることになる警

告という鈴木氏の見解は、一理あると言える。 

（２）多数決制と党首公選を 

鈴木氏によれば、日本共産党では、議案の採決が満場一

致であり、役員の選挙では候補者がおらず、地区委員会

が推薦した人だけが候補者名簿に出され信任されている。

第8回党大会以来、「満場一致」が常態化している。中央

委員会が提起する方針に賛成する人でなければ地区党会

議、県党会議において、党大会の代議員として選ばれる

可能性はない。日本共産党はコミンテルン・レーニン型

の職業革命家中心の党の伝統を引き継いでいる。中央委

員会総会、県党会議、地区党会議において満場一致が定

着してしまっている（２４）。 

鈴木氏は続ける。１９６１年の第８回党大会で宮本顕

治氏の権威が圧倒的なものとなり、以降委員長選挙は事

実上行われず、中央委員会で「信任投票的な委員長選挙」

（投票もなく拍手での確認）となっていった。それは県

委員会でも地区委員会でも同様である。中央委員長、県

委員長、地区委員長も選挙で選ばれなくなった（２５）。 

鈴木氏は言う。宮本氏の誤りは、不破氏と志位氏を後継

指名したことである。およそ近代的政党とは言い難い「個

人独裁」的党運営である。不破・志位両名は選挙で選ばれ

たのではないので、後継指名した宮本議長に忠誠を尽く

すことが任務となった。宮本議長は党員数を増やし、「赤

旗」読者を増やした功労で絶大な権力を握っていた（２６）。 

鈴木氏は党規約に関して、次のように述べる。党規約３

条は、民主集中制を組織の原則とする。その基本は次の

通りである。（１）党の意思決定は、民主的な議論をつく

し、最終的には多数決で決める。（３）すべての指導機関

は、選挙によってつくられる。つまり「多数決制」と「選

挙」は規約で定められている。志位委員長はこの規約の

精神を実行してこなかった責任がある。一方で、第５条

において「党の内部問題は、党内で解決する」という規定

がある。この「党の内部問題」が何をさすか規定されてい

ないため、この規定は恣意的に使われる危険性がある。

公党の党首の去就は党内問題ではなく、社会的政治問題

である。共産党の志位氏の在任期間は２３年と長すぎる

上、選挙で負け続けている。辞めないのはおかしいとい

うのは、党内問題ではない（２７）。 

さらに続けて鈴木氏は言う。他党の党首は選挙の敗北

の責任を取って、辞任し、その後全党員参加の選挙が行

われているところが多い。志位委員長は、「わが党は方針

が間違っていなければ、辞任するという方針はない」と

小松敏弘
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措置後、党内外での異論の展開や党内での横の連絡も禁

止した。レーニン流の民主集中制は、コミンテルンでも

採用され、その支部として結成された日本共産党にも持

ち込まれた。田口、不破論争から４０年余りが経ち、共産

党は「一国一前衛党」を事実上放棄した。田口氏が主張し

た「多元的社会主義」は、「解党主義・複数前衛党に陥る

誤りである」と批判したことは間違いであったと不破氏

は認めなければならない。不破氏は、２０００年の第２

２回党大会で、「前衛党規定を外し、先進的役割を果たす」

とした。「中央委員会と県委員会、地区委員会は上下関係

ではなく役割分担である」と修正した。不破氏による田

口批判は何であったのかが問われる（３８）。このように、鈴

木氏は述べる。 

鈴木氏は言う。社会主義を目指す統一戦線で、一党・共

産党だけが前衛など成り立たないし、そのようなことを

主張すれば統一戦線は成立しない。日本共産党の党規約

には、何が分派活動かは明記されていない。共産党は規

約に何が除名等にあたる行為か規定されていない。その

時々に恣意的に運用されている（３９）。 

③ 加藤哲郎氏の問題 

 鈴木氏によれば、加藤氏は、１９８９年の東欧の市民

革命後、旧共産党は、従来の民主集中制を改め、政策グ

ループの存在の容認、党内外での自由な討論を採用して

いることを紹介し、日本共産党もそのような方向で改革

すべきと批判した。また加藤氏は、宮本議長が自主独立

のルーマニアの独裁者のチャウシェスクと「共同声明」

を出したことを批判した。これに対して、宮本議長は加

藤氏に対して、田口氏・藤井氏とともに、「反共攻撃に射

落された」と批判した（４０）。 

 鈴木氏は言う。イタリア、フランス、スペインの共産党

は、７０年代前半頃には、「分派禁止規定の削除」「党内外

での政策・理論の発表の自由」「民主集中制についての再

検討」を打ち出していた。不破氏は宮本議長の意をくみ、

ユーロコミュニズムの見解を日本に紹介しようとした藤

井・田口・加藤への批判を行った。「しかし今では藤井・

田口・加藤の言い分が基本的に正しかったことは明確」

である（４１）。 

 この時期に日本共産党が、ユーロコミュニズムが提起

し、藤井・田口・加藤氏らが提案した通り、コミンテルン・

レーニン型の党から脱皮し、先進国における社会変革を

進める党として、政策グループの容認と多数決制の定着、

党内外での自由な討議、民主集中制についての再検討を

進め、党首を全党員で選出する等を開始していたら、共

産党は相当変わっていたと、鈴木氏は述べている（４２）。共

産党の国会議員数も党員数も低迷している現在の困難な

状況には陥っていなかったということであろうと筆者も

推察する。 

 筆者も、レーニンの暴力的、非民主的要素が、スターリ

ン主義に大きな影響を与えたと考えている。レーニンが

１９１７年にＫＧＢの前身である秘密警察のチェーカー

を作り、その後、このチェーカーと赤軍を使用して他の

政党を破壊して、ロシア共産党一党独裁制を構築した。

１９２３年には最初の強制収容所をソロフキーに造った。

農村から強引に農作物を調達し、農村部での飢饉の大き

な要因をつくった。１９２１年に、分派の禁止によって、

党内民主主義が衰退した。以上のような負の部分が、１

９２４年に成立したスターリン政権のその後の恐怖政治

を拡大させる要因になった、と筆者も考えている。レー

ニンのいう分派の禁止、それによる鉄の規律、下位機関

の上位機関への従属という民主集中制の考え方が、日本

共産党に受け継がれているといえる。田口氏らのユーロ

コミュニズムの紹介、ネオ・マルクス主義（ミリバンド等

の提唱した現代に合ったマルクス主義）の紹介に、もっ

と日本共産党が耳を傾けていれば、その後の日本政治、

経済、社会が違った展開になったかもしれないと、筆者

も推察している。 

④ 丸山眞男氏の問題 

鈴木氏によれば、日本共産党が批判したマルクス主義

政治学者以外には、丸山眞男がいる。１９９４年 1月宮

本議長は赤旗で、丸山眞男が約４０年前の１９５６年３

月発行の『思想』（岩波書店）に書いた小さな論文「戦争

責任の落とし穴」について批判した。その後、不破氏、志

位氏による批判が赤旗に掲載された。丸山氏の論文は前

半で戦争責任は天皇と軍部にあることを明確にした上で、

国民の責任についても考える必要があると提起した。後

半で戦争を阻止できなかったことについて共産党には結

果責任としての「戦争責任」があるだろうと記した（４３）。 

 鈴木氏は共産党に戦争責任があるという言い方には同

意できない。しかし、鈴木氏によれば、共産党の丸山への

批判の仕方には問題がある。東大助手として安全な場所

にいて闘わなかった人が、共産党に責任があるというの

は許せないとの批判。しかし、丸山は政府批判の論文を

執筆し、二等兵として召集され、上官よりリンチを受け、

最後は広島で被爆している。その人を人格否定も含めて

共産党が攻撃したことは納得できるものではない、と鈴

木氏は言う（４４）。 

（４）日本共産党の新生のための改革提案 

  それでは鈴木氏の共産党改革提案を見ていこう。鈴木

氏は、共産党は「マルクス流共産主義を目標から外し、社

会改革を願う人々との共同に努める」べきだという。鈴

木氏によれば、「不破流のマルクス解釈だけではなく、多

様な変革の理論があり得る（４５）。」まずは「北欧型福祉国

日本共産党の民主集中制に関する批判的考察
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家」＋「南欧型協同組合運動」を追求すべきではないかと

提案する。国家の再配分機能の強化、所得、住宅、教育、

医療、福祉、労働時間削減など生活の質の改善を進める

ことが必要である。また共同組合、従業員の持ち株会社、

国民自身が労働と経営を管理する運営が大切である。北

欧では高等教育まで無料化されているところが多い（４６）。 

 政党制については、次のように鈴木氏は述べる。アメ

リカ、イギリスを除く先進国の大半では、連合政権と

なっている（４７）。現在の日本の自公連立政権では、公明党

が参加することによって、「自民党の暴走を食い止めてい

る」との印象を国民に与えている。将来、この自公政権に

代わる連立も、また野党連合のなかでも共産党が「左右

に多少色合いの異なる政策集団を許容する複合的な党で

なければならない」という思いを強くしている（４８）。 

 日本共産党の党首については、鈴木氏は、自由と民主

主義をと公約している党が、自らの党首さえ選挙で選ば

ないというのでは、国民から信頼を得るのは難しい（４９）。

党首の公選制をと鈴木氏は強調する。 

 大衆運動の在り方については、鈴木氏は次のように述

べる。労働組合の運動に過剰な期待を寄せるより、各種

市民運動の発展と組織化に努めるべきである。共産党自

身が前衛党概念ではなく、共産党の先進的役割を果たす

と規定しなおしたが、国民の多様な要求を共産党一党で

吸い上げることはできない。共産党は市民運動にもっと

力を入れるべきである（５０）。 

 党名についての鈴木氏の見解は次のようである。党名

を変更しても旧共産党と書かれるが、中国共産党につい

ては良くないことが報道されるので、革新共同党に変更

した方がよい（５１）。 

 以上、鈴木氏の見解を受けて、筆者は、社会主義という

より社会民主主義でよく、資本主義による資本主義の超

克でよいのだと思う。幸福度に関する調査では常に上位

に位置する北欧の資本主義を日本は参考にしたほうがよ

いと筆者も考える。アメリカ、イギリスの二大政党制で

も、国民のための政治が実現することはあるが、それ以

外の大半の先進国は連合政権で穏健な多党制を採用して

いる。その方がさらに国民のための政治が実現できると

考える。その連立政権の一角を日本共産党は担えばよい

のでは、と筆者も考える。格差是正、育児支援、教育の無

償化の範囲の拡大、働き方改革の推進、賃金の上昇、従業

員の株主化、従業員の経営への参画など個別の問題の解

決を図っていく、但し、西欧の、特に北欧の民主主義の前

提には、国際競争力強化による経済成長、それと自国の

安全保障の強化（地理的にソ連、現在のロシアに近いこ

とが大きな要因）があることも忘れてはいけないであろ

う。 

４． 不破氏の田口理論への批判 

 

 日本共産党の不破哲三氏は、１９７９年１月に『前衛』

で、「科学的社会主義か『多元主義』か」というタイトル

で、田口冨久治理論を痛烈に批判している。不破氏によ

れば、最近論壇で、発達した資本主義国での革命という

特殊性を理由に、前衛党における民主集中制の規律の必

要を否認したり、その弱化を求めたりする議論がある。

前衛党を弱体化させる解党主義的傾向を合理化する議論

に帰着する。このような議論の傾向の一つに、田口冨久

治氏の前衛党組織論あるいは先進国革命論がある（５２）。不

破氏はこう指摘する。「田口氏の研究が、残念ながら・・・

反動反共勢力の日本共産党攻撃に触発されたものであり、

内容的にもそれに誘引された研究となっている（５３）。」さ

らに続けて、「日本共産党が民主集中制の原則を捨て、組

織の体質を変えない限り、自由と民主主義はホンモノで

ないといって論難する・・・反共派の論調と、驚くほどの

接近をみせている（５４）。」 

 不破氏は次のようにも断言する。「革命に勝利したのち

の社会で共産党が非常に大きな地位をしめるにいたった

場合、国定哲学の否定、市民的政治的自由の保障、複数政

党制や政権交代制の承認などでは『党の独裁』防止に十

分ではないとして、党の独裁化を防止するために、何が

必要か―それを探求することが、田口理論をつらぬく導

きの糸となっている（５５）。」ここから、不破氏は、「前衛党

の弱体化を正当化し理論づけるという・・・分散主義的、

解党主義的理論が導きだされることは、ほとんど自明」

だと批判する（５６）。 

 さらに、不破氏によれば、「田口氏は、社会主義体制下

の思想・言論の自由の保障、国家公認のイデオロギーの

否定、複数政党制の承認などに『価値多元主義』という意

義づけをあたえることによって、科学的社会主義の世界

観の真理性や科学的社会主義の党の前衛的役割をあいま

いにする非科学的な相対主義に、事実上門戸を開いてし

まったのである（５７）。」続けて、この「価値多元主義」の

更なる問題点として、「階級闘争を忘れた牧歌的な社会主

義論」になっていると不破氏は論難する（５８）。反動的諸潮

流の存在も、それとの階級闘争の必然性も、全く視野の

外においている、と不破氏は論断する（５９）。 

 不破氏は田口氏を「西ヨーロッパ崇拝の事大主義」と

批判する。西ヨーロッパ、とくにイタリア共産党を「先進

国革命路線」の母国にみたて、その見解や路線を「先進国

革命」の普遍的路線のように取り扱う対外事大主義―西

ヨーロッパ崇拝というべき事大主義が、いっそう極端な

形態をとっている」としている（６０）。 

 また田口理論は、共産党の今日の民主集中制そのもの

措置後、党内外での異論の展開や党内での横の連絡も禁

止した。レーニン流の民主集中制は、コミンテルンでも

採用され、その支部として結成された日本共産党にも持

ち込まれた。田口、不破論争から４０年余りが経ち、共産

党は「一国一前衛党」を事実上放棄した。田口氏が主張し

た「多元的社会主義」は、「解党主義・複数前衛党に陥る

誤りである」と批判したことは間違いであったと不破氏

は認めなければならない。不破氏は、２０００年の第２

２回党大会で、「前衛党規定を外し、先進的役割を果たす」

とした。「中央委員会と県委員会、地区委員会は上下関係

ではなく役割分担である」と修正した。不破氏による田

口批判は何であったのかが問われる（３８）。このように、鈴

木氏は述べる。 

鈴木氏は言う。社会主義を目指す統一戦線で、一党・共

産党だけが前衛など成り立たないし、そのようなことを

主張すれば統一戦線は成立しない。日本共産党の党規約

には、何が分派活動かは明記されていない。共産党は規

約に何が除名等にあたる行為か規定されていない。その

時々に恣意的に運用されている（３９）。 

③ 加藤哲郎氏の問題 

 鈴木氏によれば、加藤氏は、１９８９年の東欧の市民

革命後、旧共産党は、従来の民主集中制を改め、政策グ

ループの存在の容認、党内外での自由な討論を採用して

いることを紹介し、日本共産党もそのような方向で改革

すべきと批判した。また加藤氏は、宮本議長が自主独立

のルーマニアの独裁者のチャウシェスクと「共同声明」

を出したことを批判した。これに対して、宮本議長は加

藤氏に対して、田口氏・藤井氏とともに、「反共攻撃に射

落された」と批判した（４０）。 

 鈴木氏は言う。イタリア、フランス、スペインの共産党

は、７０年代前半頃には、「分派禁止規定の削除」「党内外

での政策・理論の発表の自由」「民主集中制についての再

検討」を打ち出していた。不破氏は宮本議長の意をくみ、

ユーロコミュニズムの見解を日本に紹介しようとした藤

井・田口・加藤への批判を行った。「しかし今では藤井・

田口・加藤の言い分が基本的に正しかったことは明確」

である（４１）。 

 この時期に日本共産党が、ユーロコミュニズムが提起

し、藤井・田口・加藤氏らが提案した通り、コミンテルン・

レーニン型の党から脱皮し、先進国における社会変革を

進める党として、政策グループの容認と多数決制の定着、

党内外での自由な討議、民主集中制についての再検討を

進め、党首を全党員で選出する等を開始していたら、共

産党は相当変わっていたと、鈴木氏は述べている（４２）。共

産党の国会議員数も党員数も低迷している現在の困難な

状況には陥っていなかったということであろうと筆者も

推察する。 

 筆者も、レーニンの暴力的、非民主的要素が、スターリ

ン主義に大きな影響を与えたと考えている。レーニンが

１９１７年にＫＧＢの前身である秘密警察のチェーカー

を作り、その後、このチェーカーと赤軍を使用して他の

政党を破壊して、ロシア共産党一党独裁制を構築した。

１９２３年には最初の強制収容所をソロフキーに造った。

農村から強引に農作物を調達し、農村部での飢饉の大き

な要因をつくった。１９２１年に、分派の禁止によって、

党内民主主義が衰退した。以上のような負の部分が、１

９２４年に成立したスターリン政権のその後の恐怖政治

を拡大させる要因になった、と筆者も考えている。レー

ニンのいう分派の禁止、それによる鉄の規律、下位機関

の上位機関への従属という民主集中制の考え方が、日本

共産党に受け継がれているといえる。田口氏らのユーロ

コミュニズムの紹介、ネオ・マルクス主義（ミリバンド等

の提唱した現代に合ったマルクス主義）の紹介に、もっ

と日本共産党が耳を傾けていれば、その後の日本政治、

経済、社会が違った展開になったかもしれないと、筆者

も推察している。 

④ 丸山眞男氏の問題 

鈴木氏によれば、日本共産党が批判したマルクス主義

政治学者以外には、丸山眞男がいる。１９９４年 1月宮

本議長は赤旗で、丸山眞男が約４０年前の１９５６年３

月発行の『思想』（岩波書店）に書いた小さな論文「戦争

責任の落とし穴」について批判した。その後、不破氏、志

位氏による批判が赤旗に掲載された。丸山氏の論文は前

半で戦争責任は天皇と軍部にあることを明確にした上で、

国民の責任についても考える必要があると提起した。後

半で戦争を阻止できなかったことについて共産党には結

果責任としての「戦争責任」があるだろうと記した（４３）。 

 鈴木氏は共産党に戦争責任があるという言い方には同

意できない。しかし、鈴木氏によれば、共産党の丸山への

批判の仕方には問題がある。東大助手として安全な場所

にいて闘わなかった人が、共産党に責任があるというの

は許せないとの批判。しかし、丸山は政府批判の論文を

執筆し、二等兵として召集され、上官よりリンチを受け、

最後は広島で被爆している。その人を人格否定も含めて

共産党が攻撃したことは納得できるものではない、と鈴

木氏は言う（４４）。 

（４）日本共産党の新生のための改革提案 

  それでは鈴木氏の共産党改革提案を見ていこう。鈴木

氏は、共産党は「マルクス流共産主義を目標から外し、社

会改革を願う人々との共同に努める」べきだという。鈴

木氏によれば、「不破流のマルクス解釈だけではなく、多

様な変革の理論があり得る（４５）。」まずは「北欧型福祉国
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を、スターリン主義的制度として否定し去ろうとしてい

ると、不破氏は非難し、かつ田口氏の場合には階級闘争

論が欠落しているとも論難している（６１）。 

 不破氏の言う科学的社会主義がどのようなものなのか

が、筆者には判然としないが、新しいマルクス主義を理

解しない伝統的マルクス主義のようにもみえる。田口氏

の場合は、ユーロコミュニズムのなかに、「人間の顔をし

た社会主義」の姿をみているのであろう。市民的、政治的

自由を保障した社会主義を問うているように筆者には思

える。牧歌的な階級闘争観だと不破氏は批判するが、田

口氏は、現代の先進資本主義国に合った階級闘争観はど

うあるべきかを問うているのであろう、と筆者には思え

る。 

それでは、この不破氏の論難に対する田口氏の反論を

次にみていこう。 

 

５． 田口氏の不破氏への反論 

 

 田口氏は『前衛』誌上で、１９７９年９月に、「多元的

社会主義と前衛党組織論」というタイトルで、不破氏の

批判に答えている。 

 田口氏によれば、不破氏は、田口氏の研究が「残念なが

ら・・・主観的意図がどうであれ、科学的社会主義とその

事業を擁護し正しく発展させる立場からの前衛党研究で

はなく、経過的にみても反動反共勢力の日本共産党攻撃

に触発されたものであり、内容的にもそれに誘引された

研究になっている」と断定している。これに対し、不破氏

の批判は、学問的批判としては著しく不適切であると田

口氏は反論する（６２）。  

 ユーロコミュニズムの構想については、不破氏が「賛

成なのか反対なのか、氏の論文全体を読んでもはっきり

しない」と、その不明瞭さを田口氏は指摘する（６３）。田口

氏が提唱する「多元的社会主義」については、不破氏は

「科学的社会主義」ではないと断定しているが、不破氏

が「『科学的社会主義とはなにか』ということについて、

なんらの論証を示すことなく、自明のこととして前提し

て、議論をすすめている」ことの不明瞭さを、田口氏は断

罪する（６４）。 

 共産党が政権に参加した場合の国民の懸念について全

く説明していないことを、田口氏は問題視している。田

口氏によれば、「将来の共産党の参加する政権・・・のあ

り方や、それとの関連で党組織のあり方について、疑問

や疑惑が存在しているという事実が直視され、重視され

る必要がある。・・・それを紋切り型の反論で切り返すだ

けではなく・・・事態の科学的究明を行うこと」が大事で

ある（６５）。 

 また田口氏は「多元主義」を、「集権化されたデモスの

権力の不可誤謬性の信仰にたいする権力制限的原理とい

う意味で――より具体的には、国家機構の諸部門間にお

ける権力分立制や複数政党制として・・・使用している」

として、不破氏は、「このような意味での将来の政治・社

会体制への『リベラル』な諸価値や原理の導入・・・を否

定するのであろうか」と田口氏は疑問を提示している（６６）。  

 田口氏は、「ユーロコミュニズムは、『多元主義』によっ

て、自らをマルクス・レーニン主義的伝統の教典化され

た諸前提から区別する固有の理論を持つにいたったのだ、

と主張していることは興味深い」という（６７）。 

 不破論文は田口氏の複数主義を批判している。それに

対する田口氏の反論の前に、不破氏の指摘をここでみて

おく。田口氏の、実際にはユーロコミュニズム諸党の理

論家たちやプラハの春の理論家たちの共有する「多元主

義的社会主義」観について、科学的社会主義の根本をふ

みはずし、階級闘争を忘れた牧歌的な社会主義論であり、

「複数主義」の絶対化だと批判するものになっている（６８）。

そしてこの「複数主義」は「複数前衛党」に傾斜している

としている（６９）。これに対し、田口氏は、グラムシに関す

る著作のあるグルッピの発言を引用しながら、労働者階

級のヘゲモニーを共同で担う共産党、その他の社会主義

的ないし労働者党、労働組合その他の労働者階級の大衆

組織の相互関係いかんという問題があり、「知的・道徳的

改革」の主役として、共産党だけではなく、政治勢力・文

化勢力の全体が措定されているという（７０）。さらに、グ

ルッピが言うように、イタリアでは、労働者階級のヘゲ

モニーは、共産党にのみ委ねられるのではなく、スペイ

ン共産党の書記長のカリリョも、共産党は前衛党ではあ

るが、もはや労働者階級、勤労者、文化の諸勢力の唯一の

代表ではない、と述べていることを、田口氏は紹介し、不

破氏はこのようなグルッピ、カリリョの考え方をどう評

価しているのか、と痛烈に批判している（７１）。 

 「一つの、それも唯一の『正しい』マルクス主義しか存

在せず、それは共産党に体現されるのである」という単

純な言い方は、もはや存在しないと、田口氏は断言して

いる（７２）。 

 不破氏は、田口氏が複数前衛党にまで傾斜していると

批判していることについては、田口氏は複数前衛党とい

う言葉は使用していないと反論している。但し、この件

については、指導の分有、「ヘゲモニー分派」との関係の

問題であると指摘している（７３）。 

 不破氏の「階級闘争を忘れた牧歌的な社会主義論」だ

という批判については、田口氏は、階級闘争については

きちんと論じていると反論している。 

 田口―不破論争時は、日本共産党は党勢の拡大期であ

日本共産党の民主集中制に関する批判的考察

－ 8－



り、同党は、まだ伝統的なマルクス主義にこだわってい

ればよかったのであろう、と筆者には思える。しかし、１

９７０年代は、新しい社会運動が国内でも現れていた時

期でもある。それから４０年以上経った現在、日本共産

党の議席は伸び悩み、かつ国内では様々なＮＧＯが活躍

しており、伝統的マルクス主義に拘泥している状況では

ないであろう。「科学的社会主義」が何であるか、明示さ

れていないが、これは「伝統的マルクス主義」「教典化さ

れたマルクス・レーニン主義」に近似しているように筆

者には思える。 

 プラハの春は、「人間の顔をした社会主義」を求める運

動の理論であり、個人の自由（市民・政治的自由）を保障

した社会主義を求めるものである。ユーロコミュニズム

は民主集中制廃止や分派の禁止の廃止を求めるものであ

る、と筆者は考える。これらのプラハの社会主義再生運

動の理論やユーロコミュニズム諸党の理論である「多元

主義的社会主義」を是として、これらを、特にユーロコ

ミュニズムを田口氏は積極的に日本に紹介している。ま

たミリバンドやプーランツァスなどのネオ・マルクス主

義も積極的に紹介している。これらは、日本のマルクス

主義研究、社会主義研究に新風を吹き込むものであり、

そこから日本のマルクス主義者、社会主義者は学ぶべき

ことが多かったはずである、と筆者は考える。逆に、田口

氏の紹介を激しく徹底的に批判し、拒絶するということ

は、日本共産党が、個人的自由（市民・政治的自由）を尊

重しない「一元的」で教典化されたレーニン主義的伝統

の「一元的社会主義」の政党であることを示しているよ

うに受け取られかねないと筆者には思える。 

 

６． 田口氏の『丸山眞男とマルクスのはざまで』 

 

 田口氏は日本におけるマルクス主義政治学確立の第一

人者であり、日本共産党員でもあった。しかし、不破氏と

上述のように、論争を展開したが、自己批判に追い込ま

れた。その後、１９９４年に日本共産党よる丸山眞男へ

の徹底的批判展開があったことを受けて、自ら共産党を

離党する。 

 田口氏はマルクス主義政治学者であるが、丸山氏の影

響を受けたとことにより、「一元的社会主義」ではなく、

「多元的社会主義」を採用することになったのだと筆者

は推察する。田口氏は『丸山眞男とマルクスのはざまで』

を、２００５年に出版したが（７４）、マルクスと丸山の間を

揺れ動きつつも、丸山政治学の影響により、ユーロコ

ミュニズム、ネオ・マルクス主義を積極的に受容できた

のだと筆者は推察する。 

 田口氏は丸山門下生ではないが、東大法学部の助手時

代に、一年下の学生とともに、丸山氏の演習への参加を

許された。すでにマルクス主義の立場に田口氏はあった

が、自己の思想と行動をつきあわせ、反省するための不

動の道標が丸山政治学であった、と田口氏は述べてい

る（７５）。田口氏は丸山氏の直弟子ではなかったが、丸山ゼ

ミの「不正規隊の一員をもって自らを任じて」いたとの

ことである（７６）。 

 丸山氏の『現代政治の思想と行動』のなかに、次の一節

があることを田口氏は紹介している。「多様性は・・・真

理にとっては永遠の前提である。マルクス主義がいかに

大きな真理性と歴史的意義をもっているにしても、それ

は人類の到達した最後の世界観ではない。やがてそれは

思想史の一定の段階のなかにそれにふさわしい座をしめ

るようになる(７７)。」また田口氏は次のように述べている。

丸山「先生にとっては高校・学生時代に耐えがたい屈辱

感を味わされた戦前日本の特高警察だけではなく、戦後

左翼に見られた『思想検事』もまた、もっとも忌むべき存

在で、かつ軽蔑の対象でもあった（７８）。」 

 マルクス以外には、このような丸山政治学を田口氏は

道標としており、マルクス主義でも教条的な一元的なマ

ルクス主義には違和感を感じていたのであろうと、筆者

には思える。 

 田口氏は、マルクス・レーニン主義でいうところの

レーニン主義については、「権力掌握後のレーニンの農民

政策・・・などは、政治的には正当化されえないのではな

いか、そしてまたレーニン死後確立され拡大されていっ

たスターリンの専制政治とテロリズムは、レーニン時代

にその芽を持ち、それの延長線上に位置づけられるので

はないか、という疑念をもつようになっている（７９）。」 

レーニンは農村から強引に農作物を調達し、飢饉の要

因をつくっている。ソロフキーに、最初の強制収容所を

造ったのもレーニンである。政治警察のチェーカーをつ

くり、暴力によって共産党一党独裁制を構築したのも

レーニンであると筆者は考える。田口氏が言われるよう

に、「スターリンの専制政治とテロリズムは、レーニン時

代にその芽を持ち、それの延長線上に位置づけられるの

ではないか、という疑念を」持たれたのは至極当然のこ

とと筆者も推察する。 

 田口氏は言う。「私は、丸山からマルクス主義の政治論

や国家論を相対化する視点を」学んだ。「丸山のマルクス

主義批判は、私が自分のマルクス主義を批判的に内省す

る重要な契機」となった（８０）。マルクス主義政治学や国家

論を相対化し、批判的に内省する視点、契機としての丸

山政治学の田口氏にとっての意義は大きかったといえる

と筆者は考える。 

 共産党の民主集中制という組織原則への疑義を田口氏

を、スターリン主義的制度として否定し去ろうとしてい

ると、不破氏は非難し、かつ田口氏の場合には階級闘争

論が欠落しているとも論難している（６１）。 

 不破氏の言う科学的社会主義がどのようなものなのか

が、筆者には判然としないが、新しいマルクス主義を理

解しない伝統的マルクス主義のようにもみえる。田口氏

の場合は、ユーロコミュニズムのなかに、「人間の顔をし

た社会主義」の姿をみているのであろう。市民的、政治的

自由を保障した社会主義を問うているように筆者には思

える。牧歌的な階級闘争観だと不破氏は批判するが、田

口氏は、現代の先進資本主義国に合った階級闘争観はど

うあるべきかを問うているのであろう、と筆者には思え

る。 

それでは、この不破氏の論難に対する田口氏の反論を

次にみていこう。 

 

５． 田口氏の不破氏への反論 

 

 田口氏は『前衛』誌上で、１９７９年９月に、「多元的

社会主義と前衛党組織論」というタイトルで、不破氏の

批判に答えている。 

 田口氏によれば、不破氏は、田口氏の研究が「残念なが

ら・・・主観的意図がどうであれ、科学的社会主義とその

事業を擁護し正しく発展させる立場からの前衛党研究で

はなく、経過的にみても反動反共勢力の日本共産党攻撃

に触発されたものであり、内容的にもそれに誘引された

研究になっている」と断定している。これに対し、不破氏

の批判は、学問的批判としては著しく不適切であると田

口氏は反論する（６２）。  

 ユーロコミュニズムの構想については、不破氏が「賛

成なのか反対なのか、氏の論文全体を読んでもはっきり

しない」と、その不明瞭さを田口氏は指摘する（６３）。田口

氏が提唱する「多元的社会主義」については、不破氏は

「科学的社会主義」ではないと断定しているが、不破氏

が「『科学的社会主義とはなにか』ということについて、

なんらの論証を示すことなく、自明のこととして前提し

て、議論をすすめている」ことの不明瞭さを、田口氏は断

罪する（６４）。 

 共産党が政権に参加した場合の国民の懸念について全

く説明していないことを、田口氏は問題視している。田

口氏によれば、「将来の共産党の参加する政権・・・のあ

り方や、それとの関連で党組織のあり方について、疑問

や疑惑が存在しているという事実が直視され、重視され

る必要がある。・・・それを紋切り型の反論で切り返すだ

けではなく・・・事態の科学的究明を行うこと」が大事で

ある（６５）。 

 また田口氏は「多元主義」を、「集権化されたデモスの

権力の不可誤謬性の信仰にたいする権力制限的原理とい

う意味で――より具体的には、国家機構の諸部門間にお

ける権力分立制や複数政党制として・・・使用している」

として、不破氏は、「このような意味での将来の政治・社

会体制への『リベラル』な諸価値や原理の導入・・・を否

定するのであろうか」と田口氏は疑問を提示している（６６）。  

 田口氏は、「ユーロコミュニズムは、『多元主義』によっ

て、自らをマルクス・レーニン主義的伝統の教典化され

た諸前提から区別する固有の理論を持つにいたったのだ、

と主張していることは興味深い」という（６７）。 

 不破論文は田口氏の複数主義を批判している。それに

対する田口氏の反論の前に、不破氏の指摘をここでみて

おく。田口氏の、実際にはユーロコミュニズム諸党の理

論家たちやプラハの春の理論家たちの共有する「多元主

義的社会主義」観について、科学的社会主義の根本をふ

みはずし、階級闘争を忘れた牧歌的な社会主義論であり、

「複数主義」の絶対化だと批判するものになっている（６８）。

そしてこの「複数主義」は「複数前衛党」に傾斜している

としている（６９）。これに対し、田口氏は、グラムシに関す

る著作のあるグルッピの発言を引用しながら、労働者階

級のヘゲモニーを共同で担う共産党、その他の社会主義

的ないし労働者党、労働組合その他の労働者階級の大衆

組織の相互関係いかんという問題があり、「知的・道徳的

改革」の主役として、共産党だけではなく、政治勢力・文

化勢力の全体が措定されているという（７０）。さらに、グ

ルッピが言うように、イタリアでは、労働者階級のヘゲ

モニーは、共産党にのみ委ねられるのではなく、スペイ

ン共産党の書記長のカリリョも、共産党は前衛党ではあ

るが、もはや労働者階級、勤労者、文化の諸勢力の唯一の

代表ではない、と述べていることを、田口氏は紹介し、不

破氏はこのようなグルッピ、カリリョの考え方をどう評

価しているのか、と痛烈に批判している（７１）。 

 「一つの、それも唯一の『正しい』マルクス主義しか存

在せず、それは共産党に体現されるのである」という単

純な言い方は、もはや存在しないと、田口氏は断言して

いる（７２）。 

 不破氏は、田口氏が複数前衛党にまで傾斜していると

批判していることについては、田口氏は複数前衛党とい

う言葉は使用していないと反論している。但し、この件

については、指導の分有、「ヘゲモニー分派」との関係の

問題であると指摘している（７３）。 

 不破氏の「階級闘争を忘れた牧歌的な社会主義論」だ

という批判については、田口氏は、階級闘争については

きちんと論じていると反論している。 

 田口―不破論争時は、日本共産党は党勢の拡大期であ
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は提起したが、これを契機として『前衛』誌上で、田口―

不破論争が発生する。現在、ソ連、東欧の共産党政権崩壊

後、「先進資本主義諸国において、この組織原則を堅持し

つつ、かつ生きながらえている共産党は日本共産党とポ

ルトガル共産党の二つ」になっており、「この論争には歴

史的には一つの決着がついている」と田口氏は述べてい

る（８１）。現在、このように、民主集中制の組織原則を堅持

している共産党の数が少なくなっていることからも、民

主集中制という組織原則の問題性が露呈したということ

であると筆者も考える。 

 １９５６年に丸山眞男氏が『思想』に書いた「戦争責任

論の盲点」を、２８年も経った１９９４年の日本共産党

大会で「突然」取り上げ、丸山を「口を極めて非難し、罵

倒したことが決定的な契機」となり（８２）、田口氏は日本型

コミュニズムと決別した。 

 田口氏によれば、「丸山が日本共産党との関係において、

おそらく一貫して『反共』の立場に立つことなく・・・宮

本委員長をはじめとする当時のこのような日本共産党側

の丸山誹謗を認めることは断じてできないと考え、この

党との関係を断ち」切った（８３）。 

 田口氏は、マルクスと丸山のはざまで、揺れ動いてい

るというよりも、マルクス主義政治学の立場にたちつつ

も、絶対的なものととられがちのマルクス主義を相対化

する視点を、丸山から学び、教条的ではない、一元的では

ない人道的なマルクス主義を提示したのだと考えられる。

民主集中制の廃止、分派など多様な意見の党内での存在

の肯定を求める個人的自由を尊重した「多元的社会主義」

を提示したのだと、筆者は考える。 

 それでは、田口氏の安全保障観はどうであろうか。ユー

ロコミュニズムのイタリア共産党はＮＡＴＯを容認した

が、田口氏は日米安保、自衛隊についてはどのように考

えているのだろうか。 

 田口氏によれば、「これからの三年（０５年から０７年）

の間に、憲法改正問題、より端的には憲法前文と第九条

第二項の改廃が日本政治の中心論点として浮上してくる

ことが現下の情勢において確実」である。「丸山のこの論

文やこれと関連する諸論文、そして『戦後民主主義の虚

妄に賭ける』といいきった丸山の決意をわれわれがどう

継承して、戦後民主主義の核心をどう擁護していくのか、

これがわれわれの今日的課題である」と考える。続けて

「私個人としては自分の残された知と力のすべてをこの

たたかいに捧げたいと決意して」いる（８４）。  

ユーロコミュニズムでは、イタリア共産党がＮＡＴＯ

を容認したが、田口氏は憲法 9条を擁護する護憲派の立

場であると筆者には思える。憲法9条擁護という点では、

田口氏、丸山氏、日本共産党は共通の立場にあると筆者

は推論する。 

 

７．あるべき社会像と共産党像 

 

 これまでの議論を踏まえて、あるべき社会像と共産党

像についての私見を述べることにする。 

共産党が各国の唯一の前衛党であり、指導的役割を果

たすという考え方についてである。２０世紀前半の政治

学者のロンドン大学教授のラスキは、ネオ・マルクス主

義者のミリバンドの師であり、ミリバンドのネオ・マル

クス主義に影響を与えた人物である。ラスキはイギリス

共産党を党内デモクラシーがなく、常にソビエト共産党

の指示に従って行動しているということで、同党を痛烈

に批判している。ラスキは労働党の全国執行委員長にも

なり、労働党への思い入れが強い。ミリバンドもイギリ

ス共産党には党内デモクラシーはないということで、労

働党への期待が強い。共産党以外の政党が、資本主義社

会からより望ましい社会へ移行する際に大きな役割を果

たすことを、ラスキもネオ・マルクス主義者のミリバン

ドも認めているということであろう。ミリバンドはユー

ロコミュニズムのイタリア、スペイン共産党への評価は

高い。共産党であっても、自由な討論と党内民主制がな

ければ変革の主体足りえないということを示唆してい

る（８５）。 

不破委員長も、２０００年に、前衛党規定を外し、先進

的役割を果たすと述べ、一国一前衛党概念を放棄したよ

うにみえる。しかし、今回２名の古参党員の除名処分か

ら明らかなように、日本共産党はいまだ民主集中制を堅

持し、分派の禁止を堅持し、党内に多彩な政策集団を容

認しない、および党内外との意見の交流を認めない政党

であることが判明した。 

野党の統一戦線における他党との協力連携がないと日

本で共産党が政権の一翼を担うことは不可能である。共

産党が唯一の前衛政党であり、指導的役割を果たすとい

うことであれば、この協力連携にひびが入ることになろ

う。鈴木氏が述べているように、それでは、統一戦線は成

立しないことになろう。 

不破氏が徹底的に批判した複数前衛党論であるが、統

一戦線の成功のためにも、複数前衛党論でよいのではな

いかと筆者には思える。村岡氏によれば、「（部分的前衛

性）の認識にもとづく（複数前衛党論）は、・・・自らの

有限性をしっかりと自覚し、他者もまたある前衛性を体

現していると認めるがゆえに、自己絶対化に陥ることな

く、他者の実践と認識からも謙虚に学ぶことができ

る。・・・統一戦線の形成において・・・互いに他者を部

分的前衛性を体現するものと認識しあう」ことができ

日本共産党の民主集中制に関する批判的考察
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る（８６）。 

目指す社会は社会主義ではなく、社会民主主義でよい

であろう。資本主義における「資本主義の超克」であると

ミリバンドは示唆している（８７）。この社会に至るにはいろ

いろな段階がある。ミリバンドは先進資本主義国家には

二面性があり、支配階級の利益の擁護者としての機能だ

けではなく、その階級支配を緩和させる機能を有してい

るとみている（８８）。このような緩和機能にみられる資本主

義国家の経済権力からの相対的自律性は、ネオ・マルク

ス主義の中心概念である（８９）。したがって、先進資本主義

国家の政治権力、政治エリートでも、改革に向けた民衆

的圧力を受けた場合には、緩和機能の顕現を、ある程度、

期待することができると考えられる。 

真正の保守政党であっても、保守的な頑迷な政治家で

あっても、緩和機能の顕現が期待できないわけではない。

ミリバンドは、次のように述べている。「いかに反動的で

あれ、どんな政治家も今や単純なる『保守派』ではな

い。・・・国家権力を掌握している人々を、貧困・貧民窟・

失業・不適切な教育・不十分な福祉・社会的欲求不満・そ

の他彼等の社会を悩ませている多くの不幸に全く無関心

な人々だと描いてみても取るに足らぬことだろう（９０）。」

なお、ミリバンドは田口氏が日本への紹介に熱心であっ

たネオ・マルクス主義者である。 

ミリバンドと同様に著名なネオ・マルクス主義者であ

るプーランツァスは、国家の相対的自律性は、二党制レ

ジームを伴った執行部優位の場合よりも、多党制レジー

ムを伴う立法部優位の場合の方が、あるいはさらに、多

党制レジームを伴った執行部優位の場合の方が重要性を

持ち得る、という（９１）。つまり穏健な多党制の場合の方が、

国家の相対的自律性が高まり、国民のための政治が顕現

しやすいということである。幸福度の高い西欧の自由民

主主義国家では、穏健な多党制を取っている場合が多い。

日本共産党が将来、連立政権の一翼を担い、穏健な多党

制となる場合には、指導の分有、複数前衛党制の採用が

前提となる必要があるだろうと筆者は考える。なお、プー

ランツアスも田口氏が日本への紹介に熱心であった。 

 階級闘争についてである。大衆運動の在り方について、

鈴木氏は、労働組合の運動に過剰な期待を寄せるより、

各種市民運動の発展と組織化に努めるべきで、共産党は

市民運動にもっと力を入れるべきである、と述べていた。

ネオ・マルクス主義者のミリバンドは、この点について

は、社会民主主義政党と、「労働者階級のみならず、それ

を越えた広範囲の人民大衆の運動」との連結に、期待を寄

せていた。各種社会運動、市民運動への期待である（９２）。 

 資本主義の範囲内で、個々の重要政策を確実に推進し

ていくべきであると考える。適正な賃金（一人当たりＧ

ＤＰを上げる）、貧富の格差の是正、女性の活躍、働き方

改革の進展、労働者の持ち株化、経営への参画などであ

る。日本はこの３０年間、ＧＤＰが横ばいで、国民の平均

年収が上がらない状態が続いてきた。「定常状態」経済が

望ましいと言われるが、さすがに「失われた３０年間」は

異常である。大企業は自社内で賃上げもせず、下請け企

業を抑え込んで、内部留保金を溜め込んできた。この内

部留保金を活用して、かつ銀行からも一定程度借り受け

をして、設備投資や人材投資にあて、経済成長を起こし、

賃上げと税収増に努めることが必要ではないかと筆者は

考える。少子化対策や社会保障の財源増にもつながると

考えられる。松竹氏が、賃上げによる経済成長によって、

税収が増え、年金や社会保障も充実したものになると提

言したことは、望ましいことであると筆者は考える。 

 労働者の持ち株化についてである。この持ち株化の推

進は、労働者に対する搾取の度合いを下げることにつな

がる。経営への労働者の参画については、アメリカでも、

スウェーデンでも、スペインでも一部実施されており、

日本が導入すべき重要な課題であると筆者は考える。鈴

木氏は「南欧型協同組合運動」の追求と言われている。 

１９６０年の安保改定、７０年の安保更新の際に、日本

はアメリカが起こす戦争に巻き込まれるのではという懸

念が相当にあった。アメリカのイラク戦争の際に、アメ

リカは有志連合の結成を呼び掛け、いくつかの東欧諸国

も参加せざるを得ず、死傷者の発生など犠牲を強いられ

ることになった。しかし、日本は憲法 9条があることに

より、結果的にアメリカが起こす戦争に巻き込まれない

状態が続いているといえよう。これは憲法９条の効用で

ある。 

ネオ・マルクス主義者のミリバンドは、資本主義国家に

おける軍隊の二面性について言及している。軍隊は資本

主義社会秩序を維持するための強制機関であるが、逆に

既存社会秩序を改革する方向で機能することもあると、

ミリバンドは示唆している（９３）。資本主義国家における軍

隊についてもプラスの面があるということであろう。 

日本の自衛隊については、日本の防衛、および災害救

助・復旧にプラスの面を見出すことができよう。日本の

防衛は本来の自衛隊の任務である。外国からの侵略が仮

にあれば、国民の生命と財産を守る任務を遂行すること

になる。しかし、戦争の拡大によって、国民の生命と財産

を逆に守れなくなることも想定される。戦争が拡大しな

いように、戦争の地域を特定の場所に限定することは必

要であろう。尖閣奪取という不穏な動きを中国は示して

いるが、急迫不正の主権侵害の場合は、戦争を尖閣に限

定する。尖閣攻防戦に限定するということである。松竹

氏は、我慢ができずに、中国本土の敵基地攻撃までして

は提起したが、これを契機として『前衛』誌上で、田口―

不破論争が発生する。現在、ソ連、東欧の共産党政権崩壊

後、「先進資本主義諸国において、この組織原則を堅持し

つつ、かつ生きながらえている共産党は日本共産党とポ

ルトガル共産党の二つ」になっており、「この論争には歴

史的には一つの決着がついている」と田口氏は述べてい

る（８１）。現在、このように、民主集中制の組織原則を堅持

している共産党の数が少なくなっていることからも、民

主集中制という組織原則の問題性が露呈したということ

であると筆者も考える。 

 １９５６年に丸山眞男氏が『思想』に書いた「戦争責任

論の盲点」を、２８年も経った１９９４年の日本共産党

大会で「突然」取り上げ、丸山を「口を極めて非難し、罵

倒したことが決定的な契機」となり（８２）、田口氏は日本型

コミュニズムと決別した。 

 田口氏によれば、「丸山が日本共産党との関係において、

おそらく一貫して『反共』の立場に立つことなく・・・宮

本委員長をはじめとする当時のこのような日本共産党側

の丸山誹謗を認めることは断じてできないと考え、この

党との関係を断ち」切った（８３）。 

 田口氏は、マルクスと丸山のはざまで、揺れ動いてい

るというよりも、マルクス主義政治学の立場にたちつつ

も、絶対的なものととられがちのマルクス主義を相対化

する視点を、丸山から学び、教条的ではない、一元的では

ない人道的なマルクス主義を提示したのだと考えられる。

民主集中制の廃止、分派など多様な意見の党内での存在

の肯定を求める個人的自由を尊重した「多元的社会主義」

を提示したのだと、筆者は考える。 

 それでは、田口氏の安全保障観はどうであろうか。ユー

ロコミュニズムのイタリア共産党はＮＡＴＯを容認した

が、田口氏は日米安保、自衛隊についてはどのように考

えているのだろうか。 

 田口氏によれば、「これからの三年（０５年から０７年）

の間に、憲法改正問題、より端的には憲法前文と第九条

第二項の改廃が日本政治の中心論点として浮上してくる

ことが現下の情勢において確実」である。「丸山のこの論

文やこれと関連する諸論文、そして『戦後民主主義の虚

妄に賭ける』といいきった丸山の決意をわれわれがどう

継承して、戦後民主主義の核心をどう擁護していくのか、

これがわれわれの今日的課題である」と考える。続けて

「私個人としては自分の残された知と力のすべてをこの

たたかいに捧げたいと決意して」いる（８４）。  

ユーロコミュニズムでは、イタリア共産党がＮＡＴＯ

を容認したが、田口氏は憲法 9条を擁護する護憲派の立

場であると筆者には思える。憲法9条擁護という点では、

田口氏、丸山氏、日本共産党は共通の立場にあると筆者

は推論する。 

 

７．あるべき社会像と共産党像 

 

 これまでの議論を踏まえて、あるべき社会像と共産党

像についての私見を述べることにする。 

共産党が各国の唯一の前衛党であり、指導的役割を果

たすという考え方についてである。２０世紀前半の政治

学者のロンドン大学教授のラスキは、ネオ・マルクス主

義者のミリバンドの師であり、ミリバンドのネオ・マル

クス主義に影響を与えた人物である。ラスキはイギリス

共産党を党内デモクラシーがなく、常にソビエト共産党

の指示に従って行動しているということで、同党を痛烈

に批判している。ラスキは労働党の全国執行委員長にも

なり、労働党への思い入れが強い。ミリバンドもイギリ

ス共産党には党内デモクラシーはないということで、労

働党への期待が強い。共産党以外の政党が、資本主義社

会からより望ましい社会へ移行する際に大きな役割を果

たすことを、ラスキもネオ・マルクス主義者のミリバン

ドも認めているということであろう。ミリバンドはユー

ロコミュニズムのイタリア、スペイン共産党への評価は

高い。共産党であっても、自由な討論と党内民主制がな

ければ変革の主体足りえないということを示唆してい

る（８５）。 

不破委員長も、２０００年に、前衛党規定を外し、先進

的役割を果たすと述べ、一国一前衛党概念を放棄したよ

うにみえる。しかし、今回２名の古参党員の除名処分か

ら明らかなように、日本共産党はいまだ民主集中制を堅

持し、分派の禁止を堅持し、党内に多彩な政策集団を容

認しない、および党内外との意見の交流を認めない政党

であることが判明した。 

野党の統一戦線における他党との協力連携がないと日

本で共産党が政権の一翼を担うことは不可能である。共

産党が唯一の前衛政党であり、指導的役割を果たすとい

うことであれば、この協力連携にひびが入ることになろ

う。鈴木氏が述べているように、それでは、統一戦線は成

立しないことになろう。 

不破氏が徹底的に批判した複数前衛党論であるが、統

一戦線の成功のためにも、複数前衛党論でよいのではな

いかと筆者には思える。村岡氏によれば、「（部分的前衛

性）の認識にもとづく（複数前衛党論）は、・・・自らの

有限性をしっかりと自覚し、他者もまたある前衛性を体

現していると認めるがゆえに、自己絶対化に陥ることな

く、他者の実践と認識からも謙虚に学ぶことができ

る。・・・統一戦線の形成において・・・互いに他者を部

分的前衛性を体現するものと認識しあう」ことができ

小松敏弘

－ 11 －



しまっては、日本本土が攻撃を受けることになる、とい

うことで、敵基地攻撃には批判的である。場所の限定に

は一理あるかもしれない。自衛の戦争が国民の生命と財

産に多大な被害をもたらさないようにしなければならな

い。なお、存在場所が特定されない移動可能なミサイル

ディフェンスシステムは必要であろう。 

松竹氏は、日本は一国で尖閣で踏ん張ることと述べて

いるが、「グローバルな社会民主政」「コスモポリタン・デ

モクラシー」を提唱したロンドン大学教授であったデ

ヴィッド・ヘルドは、「今や、安全保障は集団的で多国間

型の問題となりつつある」という（９４）。「安全保障の課題

と脅威は・・・国家のみによって、あるいは小規模な同盟

によっては十分に管理されえないことも明らかになった」

と述べている（９５）。但し、松竹氏も、日本が一国で踏ん

張っている間に、アメリカが軍事面で助けてくれるかも

しれないと期待しているようである。一国での意志の強

さは必要であるが、やはり安全保障は多国間型でないと

対応できないということであろう。 

『日本共産党の１００年』を書いた佐藤 優氏によれ

ば、「これまで共産党は、憲法9条擁護を強調する『平和

の党』の顔を強調していた。しかし、綱領上は以前から

『国防の党』の顔も併せ持っていた（９６）。」「ウクライナ戦

争勃発後の日本世論を考慮して、自衛隊活用論を強調す

るようになった（９７）。」しかし、「共産党は大きく舵を切っ

た。『正しい戦争』があるという論に踏み込んだ」とすら

佐藤氏は述べる（９８）。本音は憲法 9 条擁護の絶対平和主

義の立場であるが、安全保障環境の厳しい状況から、建

前では、公党である以上、「国防の党」を前面に出さざる

を得ないということであろうと、筆者にも思える。 

自衛隊のプラス面では自衛と災害救援・復旧であるが、

グローバルな世界の安全保障では、「保護義務」の問題が

ある。ヘルドによれば、民族浄化、ジェノサイドが起きて

いる場合は、「国連」が保護義務を果たすことが求められ

る。しかし、国連がその義務を果しえない場合には、諸

列強が行動に出る十分な余地が残されていることにな

る（９９）。「戦争の条件」を探求している藤原帰一氏も、虐

殺を見て見ぬふりをする態度、「沈黙の陰謀」は現代でも

決して珍しくないが、「『保護する責任』に基づいた人道

的介入は、各国それぞれの領土、安全、国益などの個別利

益ではなく、普遍的人権の尊重を中核とした、優れて普

遍主義的な理念によって支えられている」とし（１００）、「利

他的な行動」だと評価する（１０１）。「保護義務」の例として

は、ＮＡＴＯのユーゴスラビア内戦への介入が挙げられ

る。国際政治では論じられる「保護義務」であるが、日本

共産党でなくても自由民主党政府ですら、対応には苦慮

する問題であると筆者は考える。日本はせいぜい財政的

支援に留まると推察される。 

中北浩爾氏は『日本共産党』のなかで、次のように述べ

ている。共産党は「日米同盟や自衛隊については、暫定政

権で現状維持まで認めるが、それらの強化は拒否すると

いうことである。・・・共産党は現在、暫定政権が日本有

事の際に自衛隊を活用するだけでなく、在日米軍に出動

を要請する可能性すら否定しない。ただし・・・共産党と

しては日米安保条約の廃棄や自衛隊の解消を主張し続け

ることになる（１０２）。」こうした二つの立場の使い分けに

ついて、中北氏は疑問を提示する。中北氏は述べる。「政

府と政党の二つの立場の使い分けは、決して容易ではな

い。それ以上に重要なのは、実際の政権運営は静態的で

はあり得ないという事実である。とりわけ外交・安全保

障の場合、日本を取り巻く国際情勢に左右される度合い

が高く、単純な現状維持は難しい。・・・野党連合政権が

日米同盟や自衛隊について現状維持までという足枷をは

められれば、中国の軍拡など変転極まりない国際情勢に

対応できなくなる恐れがある（１０３）。」日本を取り巻く安

全保障環境の急速な悪化に、日本共産党は対応できない

恐れが高いことを中北氏は懸念しているといえよう。 

中国の対外政策では、以前は韜光養晦、つまり力をつけ

るまでは低姿勢で臨む、であったが、日本に対しては、こ

の対外政策をすでに放棄し、アメリカに対しても放棄し

つつある。中国は国家資本主義国家であるが、ファシズ

ム国家へと移行しているように筆者にはみえる。一党独

裁制のもとで、国内の市民的、政治的自由を抑圧してい

る。対外的には戦狼外交を駆使し、南シナ海、東シナ海で

拡張主義的行動を取っている。航空母艦の３隻建造も含

めて、軍事力の増強を続けている。経済体制は資本主義

であり、民間企業の資本家階級が支配階級である。彼ら

の利益享受を尊重している。そういう意味でファシズム

国家の傾向性を有しているといえよう。ただし、共産党

幹部という国家階級が巨万の富を得ている点が、１９３

０年代のファシズム国家と違う点である。いずれにして

も中国のファッショ化により尖閣をめぐっていつ武力衝

突が起きてもおかしくない状況が現れている（１０４）。中国

が軍事的冒険をしないとも限らない。ヘルドは、アメリ

カと中国は別として、今や、現実に単独主義を目論んだ

りする国家などほとんど存在しない、と述べている（１０５）。

つまり、中国は単独で軍事行動ができる国であるとヘル

ドは見ているということであろう。日本共産党の安全保

障観はかなり現実的なものへと移行しつつあるように見

える。しかし、本音と建前の使い分け、二枚舌、中北氏が

いう政府と政党の使いわけでは、この厳しい安全保障環

境のなかでは野党連合政権の一翼を担えるのかどうか、

疑問符がつくであろう。また逆に、共産党の安全保障観

日本共産党の民主集中制に関する批判的考察
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がより現実的なものになると、安定的な野党連合政権の

一翼を担えるようになるが、共産党員の共産党離れが一

気に進むかもしれない。共産党員は９条の会のメンバー

が多く、絶対平和主義の立場であり、共産党と共産党員

の乖離が発生するかもしれない。「新しい戦前」という言

葉があるが、「また来た道」を意味するのであろう。現在

を「新しい戦前」と思っている人々も、共産党離れを起こ

すであろう。共産党にとっては、実に悩ましい問題であ

る。共産党が現実的な安全保障観に舵を切れば切るほど、

共産党員、共産党シンパの共産党離れが進んでいくので

はないかと筆者には思える。共産党が一般党員をどれだ

け説得できるかは不明である。 

武力衝突が起こらない状態が望ましいので、そうなら

ないようにすることが肝要である。クワッド（日米豪印）、

ファイブアイズ（米英豪加、ニュージーランド）との連携、

Ｇ７サミット等という多国間の枠組みで、中国を牽制し、

抑止していくことが望まれる。一種のファシズム国家に

なった中国と対峙する以上、日本企業も、経済的リスク

分散を考えておいたほうがよいであろう。 

最後に民主集中制である。中北氏によれば、「共産党は

分派の禁止を伴う民主集中制を維持している。つまり、

党組織の外延部分については市民に開きつつも、中核部

分は固く閉ざしている。・・・共産党の人事は事実上の任

命制であり、党員ですら委員長選挙の直接的な投票権を

持たない。・・・厳格に分派を禁止し、強力な党内統制を

加えている政党は例外的である。ソ連の解体から３０年

余りを経てもなお、日本共産党は民主集中制の組織原則

を維持している（１０６）。」 

ヘラーによれば、「ローザ・ルクセンブルクが批判した、

いわゆる『民主集中制』原理は、最初から過度の集権化の

原理であった（１０７）。」民主集中制は、１９２１年のレーニ

ンによる分派の組織化と活動の禁止以降、実態は集中制

に傾いていき、スターリン体制下で、民主的要素が皆無

の集中制だけになってしまったと筆者は考える。８９年

東欧革命で多くの東欧各国の共産党がこの組織原則を放

棄していった（１０８）。しかし、その後３０年以上にわたっ

て、日本共産党はこの原則を取り続けた。これは稀有な

ことである。民主集中制は集中制でしかないにもかかわ

らずである。今回、松竹氏、鈴木氏の二名の除名処分を受

けて、日本共産党はこの原則に異常なほど拘泥しており、

党内デモクラシーとは程遠い政党であることを露呈して

しまった。党員でなくても、違和感を感じた人は多い。共

産党は大企業に批判的であるが、大企業は従業員の経営

権への参加を認めていない。それと同レベルであること

を露呈してしまった。公党としては、先ず民主集中制の

放棄が必要なのではないかと筆者は考える。党員目線、

国民目線からするとそれが確実に必要なことであろう。

日本共産党の党勢の回復のためにも。 

 田口氏は、自由民主主義最左派のC.B.マクファースン

の理論に親近感を持っているが、マクファースンは前衛

党概念に批判的である。最後にマクファースンの言葉

を引用する。「遍在的政党は存在してはならない・・・あ

るいは存在している場合には、そのような政党は終始

一貫して政治的自由に非常に高い価値をおくべきであ

る（１０９）。」 
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しまっては、日本本土が攻撃を受けることになる、とい

うことで、敵基地攻撃には批判的である。場所の限定に

は一理あるかもしれない。自衛の戦争が国民の生命と財

産に多大な被害をもたらさないようにしなければならな

い。なお、存在場所が特定されない移動可能なミサイル

ディフェンスシステムは必要であろう。 

松竹氏は、日本は一国で尖閣で踏ん張ることと述べて

いるが、「グローバルな社会民主政」「コスモポリタン・デ

モクラシー」を提唱したロンドン大学教授であったデ

ヴィッド・ヘルドは、「今や、安全保障は集団的で多国間

型の問題となりつつある」という（９４）。「安全保障の課題

と脅威は・・・国家のみによって、あるいは小規模な同盟

によっては十分に管理されえないことも明らかになった」

と述べている（９５）。但し、松竹氏も、日本が一国で踏ん

張っている間に、アメリカが軍事面で助けてくれるかも

しれないと期待しているようである。一国での意志の強

さは必要であるが、やはり安全保障は多国間型でないと

対応できないということであろう。 

『日本共産党の１００年』を書いた佐藤 優氏によれ

ば、「これまで共産党は、憲法9条擁護を強調する『平和

の党』の顔を強調していた。しかし、綱領上は以前から

『国防の党』の顔も併せ持っていた（９６）。」「ウクライナ戦

争勃発後の日本世論を考慮して、自衛隊活用論を強調す

るようになった（９７）。」しかし、「共産党は大きく舵を切っ

た。『正しい戦争』があるという論に踏み込んだ」とすら

佐藤氏は述べる（９８）。本音は憲法 9 条擁護の絶対平和主

義の立場であるが、安全保障環境の厳しい状況から、建

前では、公党である以上、「国防の党」を前面に出さざる

を得ないということであろうと、筆者にも思える。 

自衛隊のプラス面では自衛と災害救援・復旧であるが、

グローバルな世界の安全保障では、「保護義務」の問題が

ある。ヘルドによれば、民族浄化、ジェノサイドが起きて

いる場合は、「国連」が保護義務を果たすことが求められ

る。しかし、国連がその義務を果しえない場合には、諸

列強が行動に出る十分な余地が残されていることにな

る（９９）。「戦争の条件」を探求している藤原帰一氏も、虐

殺を見て見ぬふりをする態度、「沈黙の陰謀」は現代でも

決して珍しくないが、「『保護する責任』に基づいた人道

的介入は、各国それぞれの領土、安全、国益などの個別利

益ではなく、普遍的人権の尊重を中核とした、優れて普

遍主義的な理念によって支えられている」とし（１００）、「利

他的な行動」だと評価する（１０１）。「保護義務」の例として

は、ＮＡＴＯのユーゴスラビア内戦への介入が挙げられ

る。国際政治では論じられる「保護義務」であるが、日本

共産党でなくても自由民主党政府ですら、対応には苦慮

する問題であると筆者は考える。日本はせいぜい財政的

支援に留まると推察される。 

中北浩爾氏は『日本共産党』のなかで、次のように述べ

ている。共産党は「日米同盟や自衛隊については、暫定政

権で現状維持まで認めるが、それらの強化は拒否すると

いうことである。・・・共産党は現在、暫定政権が日本有

事の際に自衛隊を活用するだけでなく、在日米軍に出動

を要請する可能性すら否定しない。ただし・・・共産党と

しては日米安保条約の廃棄や自衛隊の解消を主張し続け

ることになる（１０２）。」こうした二つの立場の使い分けに

ついて、中北氏は疑問を提示する。中北氏は述べる。「政

府と政党の二つの立場の使い分けは、決して容易ではな

い。それ以上に重要なのは、実際の政権運営は静態的で

はあり得ないという事実である。とりわけ外交・安全保

障の場合、日本を取り巻く国際情勢に左右される度合い

が高く、単純な現状維持は難しい。・・・野党連合政権が

日米同盟や自衛隊について現状維持までという足枷をは

められれば、中国の軍拡など変転極まりない国際情勢に

対応できなくなる恐れがある（１０３）。」日本を取り巻く安

全保障環境の急速な悪化に、日本共産党は対応できない

恐れが高いことを中北氏は懸念しているといえよう。 

中国の対外政策では、以前は韜光養晦、つまり力をつけ

るまでは低姿勢で臨む、であったが、日本に対しては、こ

の対外政策をすでに放棄し、アメリカに対しても放棄し

つつある。中国は国家資本主義国家であるが、ファシズ

ム国家へと移行しているように筆者にはみえる。一党独

裁制のもとで、国内の市民的、政治的自由を抑圧してい

る。対外的には戦狼外交を駆使し、南シナ海、東シナ海で

拡張主義的行動を取っている。航空母艦の３隻建造も含

めて、軍事力の増強を続けている。経済体制は資本主義

であり、民間企業の資本家階級が支配階級である。彼ら

の利益享受を尊重している。そういう意味でファシズム

国家の傾向性を有しているといえよう。ただし、共産党

幹部という国家階級が巨万の富を得ている点が、１９３

０年代のファシズム国家と違う点である。いずれにして

も中国のファッショ化により尖閣をめぐっていつ武力衝

突が起きてもおかしくない状況が現れている（１０４）。中国

が軍事的冒険をしないとも限らない。ヘルドは、アメリ

カと中国は別として、今や、現実に単独主義を目論んだ

りする国家などほとんど存在しない、と述べている（１０５）。

つまり、中国は単独で軍事行動ができる国であるとヘル

ドは見ているということであろう。日本共産党の安全保

障観はかなり現実的なものへと移行しつつあるように見

える。しかし、本音と建前の使い分け、二枚舌、中北氏が

いう政府と政党の使いわけでは、この厳しい安全保障環

境のなかでは野党連合政権の一翼を担えるのかどうか、

疑問符がつくであろう。また逆に、共産党の安全保障観
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